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は  じ  め  に 

 

近年、我が国においては、少子化・人口減少、グローバル化の進展、地球規模課題、格

差の固定化と再生産など、様々な社会課題が存在する中、Society 5.0 を見据え、これか

らの社会を展望する上で、教育の果たす役割はますます重要となっています。 

 

令和３年１月 26 日に取りまとめられた中央教育審議会答申においては、2020 年代を通

じて実現を目指す学校教育が「令和の日本型学校教育」とされ、その姿が、「全ての子供た

ちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学び」と定義されました。あわせて、

教師の理想的な姿として、 

・環境の変化を前向きに受け止め、教職生涯を通じて学び続けている 

・子供一人一人の学びを最大限に引き出す教師としての役割を果たしている 

・子供の主体的な学びを支援する伴走者としての能力も備えている 

であることも示されています。 

その後も中央教育審議会において議論が進められ、令和４年 12 月 19 日に取りまとめら

れた答申では、「個別最適な学び、協働的な学びの充実を通じて、『主体的・対話的で深い

学び』を実現することは、児童生徒の学びのみならず、教師の学びにも求められる命題で

ある」と述べられています。教師の学びの姿も、子供たちの学びの相似形であり、「令和の

日本型学校教育」を実現するためには、子供たちの学びの転換とともに、教師自身の学び

（研修観）を転換することが求められています。 

 

本県では、教育職員免許法及び教育公務員特例法が令和４年５月に改正されたことを受

け、令和５年３月に、教員の資質向上に係る「山形県教員『指標』」を改正しました。本県

教員が「令和の日本型学校教育」を担う新たな教員の学びの姿を実現するため、高度専門

職としての職責、経験及び適性に応じて身に付ける資質・能力を、改めて明確化したもの

です。 

令和５年４月には、「研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励の手引き」を示すととも

に、令和６年４月からは、文部科学省で構築した「研修受講履歴記録システム及び教員研

修プラットフォーム」を活用し、主体的に学び続ける教員の育成及び研修履歴を活用した

対話に基づく受講奨励の推進を図っています。 

また、現在、令和７年度から概ね 10 年間を期間とした、第７次山形県教育振興計画の検

討が進められています。本県教育の目標を「ウェルビーイングを目指し、多様性あふれる

持続可能な社会の実現を担う山形の人づくり」と掲げ、「体験」、「探究」、「尊重」、「協働」

の４つの重点的取組みにチャレンジしていくこととしています。 

 

本県で令和５年４月に策定した「第４次山形県特別支援教育推進プラン」では、「教員の

専門性の向上」を施策の一つとしてあげております。特別支援教育に携わる教員はもとよ

り、通常の学級においても配慮を要する児童生徒への支援を適切に把握し実践する必要が

あります。特別支援教育に関するそれぞれの研修の目的や意義を踏まえ、本研修における

講話や演習を通して、実践力や専門性が向上することを期待します。 

 

令和７年３月 
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